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【手続補正書】
【提出日】令和2年1月7日(2020.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１１】
　請求項１０に記載のシステムであって、
　前記パケット受信計算機は、前記監視部を含み、
　前記監視部は、前記パケット受信計算機から送信されるパケットを監視し、
　前記パケット送信元計算機は、第２監視部を含み、
　前記第２監視部は、
　前記管理情報に基づいて、前記パケット送信元計算機から送信されるパケットの宛先ネ
ットワークアドレスと前記セキュリティ境界との関係を特定し、
　前記宛先ネットワークアドレスが前記セキュリティ境界外のアドレスであるパケットを
破棄し、
　前記宛先ネットワークアドレスが前記セキュリティ境界上のネットワークアドレスであ
るパケットに対して監視処理を実行し、
　前記宛先ネットワークアドレスが前記セキュリティ境界内のネットワークアドレスであ
るパケットを、前記監視処理を実行することなく転送する、システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１２】
　請求項９に記載のシステムであって、
　前記セキュリティ境界内の第１ゲートウェイ計算機と第２ゲートウェイ計算機とをさら
に含み、
　前記第１ゲートウェイ計算機は転送部と前記監視部とを含み、
　前記第２ゲートウェイ計算機は第２転送部と第２監視部とを含み、
　前記転送部は、前記パケット受信計算機から送信されたパケットのうち、ネットワーク
アドレスが前記第２ゲートウェイ計算機と異なるパケットを選択して、前記監視部に送信
し、
　前記第２転送部は、前記パケット送信元計算機から送信されたパケットのうち、ネット
ワークアドレスが前記第１ゲートウェイ計算機と異なるパケットを選択して、前記第２監
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視部に送信し、
　前記第２監視部は、
　前記管理情報に基づいて、前記パケット送信元計算機から送信されるパケットの宛先ネ
ットワークアドレスと前記セキュリティ境界との関係を特定し、
　前記宛先ネットワークアドレスが前記セキュリティ境界外のアドレスであるパケットを
破棄し、
　前記宛先ネットワークアドレスが前記セキュリティ境界上のネットワークアドレスであ
るパケットに対して監視処理を実行する、システム。
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